
別紙 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領新旧対照表 

改正後 現行 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領 

 

１８福保生地第１８８３号 

平成１９年４月２７日 

一部改正 １９福保生地第１４２７号 

平成２０年１月４日 

一部改正 ２４福保生地第１５６９号 

平成２５年４月３日 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

一部改正 ３１福保生地第１５４６号 

令和２年４月１日 

一部改正 ２福保生地第１６８３号 

令和３年３月１１日 

 

１から７まで  （現行のとおり） 

 

８ 実習施設 

  演習を実習に代えて行う場合の実習施設は、原則として下記の要件を満たす施設等とする。 

（１）実習指導者（実習受入担当者）が確保されていること。 

 

 

（２）  （現行のとおり） 

 

９及び１０  （現行のとおり） 

 

１１ 実績報告 

    事業者は、各研修修了後１か月以内に「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実績報告書」（別

記第６号様式）に（１）を添付して知事に報告するものとする。ただし、補講者分の実績報告については、

補講修了後１か月以内に「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実績報告書（補講者分）」（別

記第６号の２様式）に（１）を添付して知事に報告するものとする。 

  なお、（２）から（５）については、知事が別途提出を求めた場合に提出することとし、実績報告時の提

出は不要とする。 

  また、年度内に１２回以上実施する場合は、当該年度の全研修日程修了後に知事に報告することができる。 

  （２）については、事業者作成の任意様式において指定を受けた研修回ごとの講師の出講を確認すること

ができる場合、（２）によらず当該任意様式にかえることができるものとし、（３）については、実習を行

った場合のみ作成するものとする。 

（１）から（５）まで  （現行のとおり） 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領 

 

１８福保生地第１８８３号 

平成１９年４月２７日 

 

 

 

 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

一部改正 ３１福保生地第１５４６号 

令和２年４月１日 

 

 

 

１から７まで  （略） 

 

８ 実習施設 

 

（１）演習を実習に代えて行う場合の実習施設は、原則として下記の要件を満たす施設等とする。 

  ア 研修事業指定申請時点で開設から１年以上経過していること。 

  イ 実習指導者（実習受入担当者）が確保されていること。 

（２）  （略） 

 

９及び１０  （略） 

 

１１ 実績報告 

    事業者は、各研修修了後１か月以内に「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実績報告書」（別

記第６号様式）に（１）から（５）までの書類を添付して知事に報告するものとする。ただし、補講者分の実

績報告については、補講修了後１か月以内に「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実績報告書（補

講者分）」（別記第６号の２様式）に（１）及び（３）の書類を添付して知事に報告するものとする。 

 

 

なお、年度内に１２回以上実施する場合は、当該年度の全研修日程修了後に知事に報告することができる。 

  （２）については、指定を受けた研修日程表（別記第３号の２様式）または通学研修分日程表（別記第３号

の４様式）に講師が出講の都度押印したものに代えることができる。 

また、（３）については、実習を行った場合のみ添付するものとする。 

（１）から（５）まで  （略） 



別紙 

改正後 現行 

１２及び１３  （現行のとおり） 

 

１４  調査及び指導等 

（１）  （現行のとおり） 

（２）知事は、研修事業の実施等に関して適当でないと認めるときは、事業者に対して改善の指導を行うことが

できる。 

また、指導による改善が認められるまで研修事業の中止を求めることができる。 

（３）  （現行のとおり） 

 

１５ 指定の取消し 

（１）知事は、４に基づき事業者の指定を受けた者が、次の事項のいずれかに該当するときは、指定を取り消す

ことができる。 

  アからオまで  （現行のとおり） 

  （削除） 

カ その他指定事業者として不適切と判断されるとき。 

（２）及び（３）  （現行のとおり） 

 

（削除） 

 

 

 

１６  関係書類の保存 

    指定事業者は、次の内容を備えた書類を作成し、次の期間保存しなければならない。 

（１）から（５）まで  （現行のとおり） 

 

１７ 特例措置 

平成１８年９月３０日において、既に「東京都障害者（児）居宅介護従業者養成研修事業実施要綱」に基づ

き、視覚障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修、全身性障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修、

知的障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修の事業者として指定を受けていた事業者については、実施要

綱に基づく研修事業者としての指定を受けているものとみなす。 

 

１８  その他 

（１）及び（２）  （現行のとおり） 

 

 

   附 則 

 １ この要領は、平成１９年４月２７日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

 ２ 平成１８年度中に実施された研修事業に係る申請については、３の（１）及び５の（１）の申請期限の規 

１２及び１３  （略） 

 

１４  調査及び指導等 

（１）  （略） 

（２）知事は、研修事業の実施等に関して適当でないと認めるときは、事業者に対して改善の指導を行うことが

できる。 

また、指導による改善が認められるまで研修事業の中止を命ずることができる。 

（３）  （略） 

 

１５ 指定の取消し 

（１）知事は、４に基づき事業者の指定を受けた者が、次の事項のいずれかに該当するときは、指定を取り消す

ことができる。 

  アからオまで  （略） 

  カ １４に定める調査に応じないとき又は改善指導に従わないとき。 

  キ その他指定事業者として不適切と判断されるとき。 

（２）及び（３）  （略） 

 

１６ 聴聞の機会  

    知事は、１４の（２）研修事業の中止を命ずる場合及び１５の指定の取消しを行う場合は、指定事業者に対

して聴聞を行うものとする。 

 

１７  関係書類の保存 

    指定事業者は、次の内容を備えた書類を作成し、次の期間保存しなければならない。 

（１）から（５）まで  （略） 

 

１８ 特例措置 

平成１８年９月３０日において、既に「東京都障害者（児）居宅介護従業者養成研修事業実施要綱」に基づ

き、視覚障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修、全身性障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修、

知的障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修の事業者として指定を受けていた事業者については、実施要

綱に基づく研修事業者としての指定を受けているものとみなす。 

 

１９  その他 

（１）及び（２）  （略） 

 

 

   附 則 

 １ この要領は、平成１９年４月２７日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

 ２ 平成１８年度中に実施された研修事業に係る申請については、３の（１）及び５の（１）の申請期限の規 



別紙 

改正後 現行 

定は適用しない。 

 

附  則 

 この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、平成２５年４月３日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、平成２８年１月２５日から施行する。 

 

附  則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

定は適用しない。 

 

附  則 

この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、平成２５年４月３日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、平成２８年１月２５日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 



別紙 

改正後 現行 
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改正後 現行 

 

 



別紙 

改正後 現行 

 

 



別紙 

改正後 現行 
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改正後 現行 
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改正後 現行 

 

 

 

別表２  （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２  （略） 
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改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の２様式から別記第１号の４様式  （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号の２様式から別記第１号の４様式  （略） 
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改正後 現行 

 

 

 

 

別
記
第
１
号
の
５
様
式

研
修

時
研
修
の

定
員

広
さ

１
人
当
た
り

面
積

会
場
見
取
図

の
提
出
状
況

借
上

げ
名

㎡
㎡

１
提

出
済

・
２

今
回

提
出

（
１

か
２

を
記

載
す

る
）

講
義

会
場

（
演

習
の
う

ち
講

義
形
式

で
行

う
も
の

を
含

む
）

演
習

会
場

※
　
研
修
の
定
員
欄
は
、
移
動
支
援
従
業
者
養
成
研
修
で
使
用
す
る
場
合
の
定
員
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
複
数
回
研
修
を
予
定
し
、
研
修
ご
と
に
定
員
が
異
な
る
場
合
は
、
も
っ
と
も

　
多
い
人
数
（
た
だ
し
、
４
０
人
以
内
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
研
修
時
借
上
げ
欄
は
、
研
修
を
実
施
す
る
に
際
し
、
そ
の
都
度
会
場
を
借
上
げ
る
こ
と
が
必
要
な
会
場
に
○
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
そ
の
会
場
を
使
用
し
研
修
を
行
う
と
き
は
、
研
修
指
定
申
請
時
に
使
用
承
諾
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
　
会
場
見
取
図
の
提
出
状
況
欄
の
「
１
提
出
済
」
と
は
、
当
該
会
場
に
つ
い
て
以
前
に
会
場
見
取
図
が
提
出
済
み
の
場
合
で
あ
り
、
新
た
に
会
場
を
追
加
す
る
場
合
又
は
会
場
の
定
員

　
や
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
す
る
場
合
は
「
２
今
回
提
出
」
と
し
、
会
場
見
取
図
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

研
　
　
修
　
　
会
　
　
場
　
　
一
　
　
覧
　
　
　
　

（
課

程
通

学
・

通
信

） 　
　
年
　
　
月
　
　
日
現
在

事
業
者
名
:

区
分

会
場

名
所

在
地

　
　
年
　
　
月
　
　
日
現
在

研
修

時
研

修
の

定
員

広
さ

会
場
見
取
図
の
提
出
状
況

借
上

げ
名

㎡
１

提
出

済
・

２
今

回
提

出
（

１
か

２
を

記
載

す
る

）

講
義

会
場

（
演
習

の
う

ち
講
義

形
式

で
行
う

も
の

を
含

む
）

演
習

会
場

事
業
者
名
:

※
 会

場
見
取
図
の
提
出
状
況
欄
の
「
１
提
出
済
」
と
は
、
当
該
会
場
に
つ
い
て
以
前
に
会
場
見
取
図
が
提
出
済
み
の
場
合
で
あ
り
、
新
た
に
会
場
を
追
加
す
る
場
合
又
は

　
会
場
の
定
員
や
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
す
る
場
合
は
「
２
今
回
提
出
」
と
し
、
会
場
見
取
図
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課
程
　
通
学
・
通
信
）

※
 研

修
の
定
員
欄
は
、
移
動
支
援
従
業
者
養
成
研
修
で
使
用
す
る
場
合
の
定
員
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
複
数
回
研
修
を
予
定
し
、
研
修
ご
と
に
定
員
が
異
な
る
場
合
は

　
も
っ
と
も
多
い
人
数
（
た
だ
し
、
４
０
人
以
内
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
 研

修
時
借
上
げ
欄
は
、
研
修
を
実
施
す
る
に
際
し
、
そ
の
都
度
会
場
を
借
上
げ
る
こ
と
が
必
要
な
会
場
に
○
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　
 な

お
、
そ
の
会
場
を
使
用
し
研
修
を
行
う
と
き
は
、
研
修
指
定
申
請
時
に
使
用
承
諾
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

研
　
　
修
　
　
会
　
　
場
　
　
一
　
　
覧
　
　
　
　

区
分

会
場

名
所

在
地



別紙 

改正後 現行 

別記第１号の６様式から別記第１号の８様式（別紙）まで  （現行のとおり） 

 

 

 

 

別記第１号の６様式から別記第１号の８様式（別紙）まで  （略） 
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改正後 現行 

別記第１号の１０様式  （現行のとおり） 

 

 

 

別記第１号の１０様式  （略） 

 

 

 

別記第１号の１１様式

東 京 都 知 事　  殿

所在地

名称

代表者職名

氏名

※受入れに条件（１日５人など）があれば記入してください

実 習 承 諾 届 出 書

　　 　　　　　　　　 　が実施する、　　　　年度開講の障害者（児）移動支援従業者養成

研修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課程（通学・通信）受講者の実習受入れに

ついて、下記のとおり承諾したことを届出します。

　なお、実習者の受け入れを行う下記の施設については、直近３か年において都又は区市町村

が行う監査等を受けていないことを併せて届出します。

・居宅介護事業所

・その他（　　            　　　　）

受入れ期間

受入れ人数

受入れ条件

実 習 受 入
担 当 者 名

そ　の　他

施設の種別
（該当に○印）

施設の名称

所　在　地

　  　年　  　月　～  　  　年　  　月

別記第１号の１１様式

東 京 都 知 事　  殿

所在地

名称

代表者職名

氏名　　　　　　 　（代表者印）

施設の名称

施 設 開 設
年 月 日

福 祉 サ ー ビ ス
第 三 者 評 価
受 審 の 有 無

所　在　地

受入れ期間

受入れ人数

受入れ条件

実 習 受 入
担 当 者 名

そ　の　他

※受入れに条件（１日５人など）があれば記入してください

実 習 承 諾 届 出 書

　　 研修事業者名称 が実施する、   　　年度開講の障害者（児）移動支援従業者養成研修

　事業　　　　　　　　　　　　　　　　　課程（通学・通信）受講者の実習受入れについて、

　下記のとおり承諾したことを届出します。

施設の種別
（該当に○印）

有  　・　  無  　・　  対象外

　  　年　  　月　～  　  　年　  　月

・居宅介護事業所

・その他（　　            　　　　）

　　　年　   　　   月　   　　   日
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別記第１号の１２様式  （現行のとおり） 

 

 

 

 

別記第１号の１２様式  （略） 
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改正後 現行 
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別記第３号の２様式から別記第３号の５様式まで  （現行のとおり） 

 

 

 

 

別記第３号の２様式から別記第３号の５様式まで  （略） 
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別紙 
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形式

No.
修 了 証 明 書 の
修 了 者 番 号 氏名 フリガナ 生年月日

修了年月日（修了証明
書 の 発 行 月 日 ）

備考

* 20-000001 東京　一郎 ﾄｳｷｮｳ ｲﾁﾛｳ S46/12/7 R2/6/30 記載例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

課程名

別記第６号の３様式

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業修了者名簿

事業者名 事業者番号：　
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別記第６号の４様式

事業者名:                   

研修期間: 　　　　年　　月　　日 ～ 　　　　年　　月　　日　　　  　　年度　第　　回

科　　目 講師名 自署等

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

研修講師出講確認書 （　　　　　　　　　　　　　　　　課程　　通学・通信）

研修日時

別記第６号の４様式

事業者名:                   

研修期間: 　　　　年　　月　　日 ～ 　　　　年　　月　　日　　　  　　年度　第　　回

科　　目 講師名 押印

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

研修講師出講確認書 （　　　　　　　　　　　　　　　　課程　　通学・通信）

研修日時



別紙 

改正後 現行 

別記第６号の５様式  （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第６号の５様式  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

改正後 現行 

 

 

 

 



別紙 

改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



別紙 

改正後 現行 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



別紙 

改正後 現行 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


